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序
章

　

本
稿
は
、
ド
イ
ツ
行
政
法
学
に
お
い
て
近
時
提
唱
さ
れ
て
い
る
「
公
権
の
現
代
化
」
と
呼
ば
れ
る
議
論
に
つ
い
て
取
り
上
げ
、
行
政
法
理

論
に
お
け
る
個
人
の
法
的
地
位
や
権
利
、
役
割
、
そ
し
て
そ
の
行
政
法
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
位
置
づ
け
を
再
検
討
す
る
と
と
も
に
、
伝
統
的

な
行
政
法
学
の
構
想
の
発
展
可
能
性
や
限
界
を
探
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

本
章
で
は
、ま
ず
、本
稿
の
問
題
意
識
と
課
題
を
明
ら
か
に
し（
第
一
節
）、そ
の
上
で
、本
稿
の
手
法
お
よ
び
構
成
を
提
示
す
る（
第
二
節
）。

第
一
節
：
問
題
意
識
と
課
題

一　

現
代
行
政
の
変
容

　

日
本
お
よ
び
ド
イ
ツ
の
行
政
法
学
は
、
戦
前
よ
り
、
国
家
と
社
会
の
二
元
的
対
立
の
思
考
を
前
提
と
し
な
が（

１
）ら

、
主
と
し
て
国
家
が
公
益

を
実
現
す
る
役
割
を
担
う
と
と
も
に
、
市
民
は
そ
の
公
益
の
実
現
過
程
に
お
け
る
国
家
に
よ
る
介
入
お
よ
び
侵
害
か
ら
私
益
を
守
る
と
い
う

大
き
な
図
式
の
中
で
発
展
を
遂
げ
て
き（

２
）た

。
こ
の
よ
う
な
公
私
の
二
元
論
的
対
立
の
図
式
は
、
む
ろ
ん
現
代
に
お
い
て
批
判
の
対
象
と
な
り

第
二
章
：
Ｅ
Ｕ
環
境
法
に
お
け
る
個
人
の
権
利
の
展
開

第
三
章
：
公
権
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
化

第
四
章
：
行
政
裁
判
権
の
機
能
と
限
界
―
―
行
政
裁
判
権
の
正
統
化
と
団
体
訴
訟
を
め
ぐ
る
考
察

第
五
章
：
公
権
の
現
代
化

終
章
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う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
も
の
の
、
か
ね
て
よ
り
国
家
に
よ
る
自
由
の
侵
害
か
ら
個
人
を
保
護
す
る
こ
と
こ
そ
が
行
政
法
学

の
最
も
重
要
な
任
務
で
あ
る
と
の
一
つ
の
共
通
認
識
を
も
た
ら
し
、
日
本
や
ド
イ
ツ
の
行
政
法
学
の
根
幹
に
お
い
て
、
今
な
お
強
い
影
響
力

を
保
ち
続
け
て
い
る
。

　

他
方
で
、
現
代
の
行
政
法
を
取
り
巻
く
環
境
は
、
目
ま
ぐ
る
し
い
変
化
に
さ
ら
さ
れ
続
け
て
い
る
。
戦
後
の
行
政
法
学
に
お
い
て
は
、
規

制
行
政
か
ら
給
付
行
政
に
対
し
て
目
が
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ（

３
）た

。
そ
し
て
さ
ら
に
近
年
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
国
家
の
担
っ
て
き
た

行
政
活
動
の
私
化
や
公
私
協
働
と
い
う
現
象
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
お（

４
）り

、
国
家
の
み
が
行
政
活
動
を
行
い
、
そ
し
て
国
家
が
公
益
を

独
占
す
る
と
い
う
発
想
は
、
も
は
や
崩
れ
去
り
つ
つ
あ
る
。
現
代
に
お
け
る
公
と
私
は
、
対
立
関
係
に
あ
る
こ
と
は
依
然
と
し
て
否
定
で
き

な
い
が
、
し
か
し
他
方
で
、
協
働
関
係
に
あ
る
こ
と
も
ま
た
指
摘
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
背
景
の
下
、
近
年
の
行
政
法
学

に
お
い
て
も
、
国
家
と
社
会
の
分
業
に
よ
っ
て
公
共
善
を
実
現
す
る
と
い
う
考
え
方
を
前
提
に
、
保
障
行
政
と
い
う
新
た
な
国
家
の
役
割
が

提
唱
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ（

５
）た

。
こ
の
よ
う
に
、
現
代
の
国
家
・
行
政
を
取
り
巻
く
環
境
の
変
化
は
著
し
い
が
、
そ
れ
に
伴
っ
て
、
行
政
法
学

の
任
務
も
ま
た
、
現
在
進
行
形
で
変
容
し
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

二　

個
人
の
権
利
の
可
能
性

　

こ
の
よ
う
に
、
現
代
の
国
家
・
行
政
の
役
割
は
、
絶
え
間
な
く
変
化
し
続
け
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
、
国
家
・
行
政
の
役
割

の
変
容
で
あ
る
と
と
も
に
、
行
政
法
秩
序
に
お
け
る
個
人
の
役
割
の
変
容
で
も
あ
り
、
ひ
い
て
は
行
政
法
学
の
任
務
の
変
容
を
も
意
味
し
う

る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
た
と
き
、公
法
上
の
（
国
家
に
対
す
る
）「
個
人
の
権
利
」
を
め
ぐ
る
議
論
、す
な
わ
ち
ド
イ
ツ
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
公

権
論
（Lehre vom

 subjektiven öffentlichen Rech （
６
）

t

）」
も
ま
た
、
再
検
討
さ
れ
る
余
地
が
生
じ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

公
権
論
は
、
改
め
て
確
認
す
る
ま
で
も
な
く
、
日
独
の
両
国
に
お
い
て
古
く
か
ら
行
政
法
学
の
中
心
的
な
関
心
事
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
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日
本
や
ド
イ
ツ
の
よ
う
な
主
観
法
的
な
行
政
法
の
シ
ス
テ
ム
を
採
用
す
る
国
家
に
お
い
て
は
、
実
体
的
な
権
利
の
侵
害
（
の
可
能
性
）
が
、

抗
告
訴
訟
の
原
告
適
格
を
基
礎
付
け（

７
）る

。
そ
れ
ゆ
え
、
公
権
の
概
念
は
、
行
政
法
総
論
（allgem

eines V
erw

altungsrecht

）
の
領
域
に

お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
行
政
訴
訟
法
（V

erw
altungsprozessrecht

）
の
領
域
に
お
い
て
も
影
響
力
を
有
し
て
お

（
（
（

り
、
日
独
の
行
政
法
理

論
に
お
け
る
中
心
的
な
概
念
と
し
て
君
臨
し
続
け
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
現
代
の
行
政
法
に
お
い
て
、
か
ね
て
よ
り
通
用
し
て
き
た
伝
統
的
な
権
利
の
理
解
は
、
い
ま
な
お
維
持
さ
れ
う
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
こ
の
点
、
日
本
の
行
政
法
学
を
語
る
上
で
避
け
て
は
通
れ
な
い
ド
イ
ツ
の
公
法
学
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
（
Ｅ
Ｕ
）
を
通
じ
た
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
統
合
の
流
れ
の
中
で
、「
行
政
法
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
化
（Europäisierung des V

erw
altungsrechts

）」
に
直
面
し（

９
）た

。
と
り
わ
け
、

オ
ー
フ
ス
条
約
を
は
じ
め
と
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
環
境
法
は
、
情
報
の
公
開
、
市
民
の
参
加
、
司
法
へ
の
広
い
ア
ク
セ
ス
な
ど
に
つ
い
て
の

権
利
ま
た
は
権
限
を
保
障
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
個
人
（
及
び
団
体
）
を
連
合
法
の
実
現
の
プ
ロ
セ
ス
に
取
り
込
み
、
行
政
法
上
の
個
人
の

権
利
や
役
割
の
理
解
に
対
し
て
、一
石
を
投
じ
て
い
る
。
Ｅ
Ｕ
法
の
構
想
に
お
い
て
明
ら
か
に
な
る
新
た
な
思
考
様
式
は
、ド
イ
ツ
で
は
、「
機

能
的
主
観
化
（funktionale Subjektivierun

（
（1
（g

）」
を
通
じ
た
「
法
の
貫
徹
の
た
め
の
市
民
の
動
員
（M

obilisierung des Bürgers für 

die D
urchsetzung des Recht

（
（1
（s

）」
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い

（
（1
（

る
。
こ
の
よ
う
な
構
想
は
、誤
解
を
恐
れ
ず
に
簡
略
化
し
て
述
べ
る
と
す
れ
ば
、

従
来
ま
で
の
個
人
の
個
別
的
利
益
の
保
護
に
集
中
し
て
き
た
ド
イ
ツ
流
の
考
え
方
に
加
え
て
、
個
人
に
権
利
を
認
め
る
こ
と
で
個
人
が
（
裁

判
な
ど
を
通
じ
て
）そ
の
権
利
を
主
張
し
、そ
れ
に
よ
っ
て
法
の
実
効
性
も
ま
た
高
め
ら
れ
る
と
い
う
考
え
方
を
取
り
込
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
結
果
と
し
て
、
個
人
の
権
利
を
比
較
的
緩
や
か
に
認
定
す
る
こ
と
（
つ
ま
り
、
行
政
訴
訟
の
原
告
適
格
の
拡
大
）
と
結
び
つ

く
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
の
思
考
様
式
は
、
個
人
の
自
由
を
保
護
す
る
こ
と
に
集
中
的
に
取
り
組
ん
で
き
た
伝
統
的
な
ド

イ
ツ
の
行
政
法
学
に
対
し
て
、
反
省
と
さ
ら
な
る
挑
戦
を
促
す
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
本
稿
が
取
り
上
げ
よ
う
と
す
る
の
は
、
こ
う
し
た

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
に
お
け
る
「
個
人
の
権
利
」
の
概
念
と
そ
の
認
定
基
準
、
さ
ら
に
は
そ
の
背
後
に
あ
る
思
考
様
式
で
あ
り
、
そ
し
て
、
こ
う
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し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
の
挑
戦
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
の
行
政
法
学
が
ど
の
よ
う
な
反
応
し
、
そ
し
て
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
て
き
た
の
か
と
い

う
点
で
あ
る
。

三　

日
本
に
お
け
る
問
題

　

こ
の
よ
う
な
議
論
は
、
一
見
す
る
と
Ｅ
Ｕ
に
加
盟
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
々
に
固
有
の
も
の
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

日
本
に
お
い
て
も
、
個
人
の
権
利
の
あ
り
か
た
を
捉
え
な
お
す
必
要
性
は
、
決
し
て
否
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
日
本
に
お
い
て
も
、
時

代
の
流
れ
の
中
で
、
情
報
公
開
条
例
や
情
報
公
開
法
が
制
定
さ
れ
、
市
民
が
行
政
活
動
に
関
す
る
情
報
に
容
易
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
環
境
が

整
備
さ
れ
た
。
ま
た
、
市
民
参
加
の
重
要
性
が
し
き
り
に
説
か
れ
、
条
例
な
い
し
個
別
法
を
通
じ
て
、
法
治
主
義
的
な
関
与
を
越
え
た
、
い

わ
ゆ
る
民
主
主
義
的
な
参
加
の
導
入
が
説
か
れ
て
い

（
（1
（

る
。
さ
ら
に
、
主
観
法
の
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
行
政
訴
訟
の
原
告
適
格
の
拡
大
の
限
界

が
認
識
さ
れ
、
環
境
法
を
中
心
と
し
た
特
定
の
法
領
域
を
対
象
に
、
団
体
訴
訟
の
法
制
度
化
を
め
ぐ
る
議
論
が
非
常
に
活
発
に
行
わ
れ
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ

（
（1
（

る
。
結
果
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
近
時
の
日
本
の
議
論
動
向
は
、
Ｅ
Ｕ
の
圧
力
に
よ
り
改
革
を
迫
ら
れ
て
き
た
ド
イ
ツ
の
法

状
況
と
、
大
き
く
か
け
離
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
現
代
の
行
政
法
に
お
い
て
い
っ
そ
う
重
要
性
を
増
し
て
い
る
、
情
報
公
開
請
求
権
、
参
加
権
、
そ
し
て
団
体
訴
訟
権
の
よ
う

な
、（
市
民
の
）
新
た
な
権
利
な
い
し
権
限
は
、
行
政
法
の
体
系
に
お
い
て
、
い
か
な
る
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

例
え
ば
、
情
報
公
開
法
に
基
づ
く
情
報
公
開
請
求
権
に
つ
い
て
み
る
と
、
そ
の
法
的
性
質
は
、
我
が
国
に
お
い
て
、
ほ
と
ん
ど
問
題
に
さ

れ
て
こ
な
か
っ
た
。
日
本
に
お
い
て
は
、
個
人
が
行
政
機
関
に
情
報
公
開
請
求
を
行
い
、
そ
れ
に
対
し
て
不
開
示
決
定
（
ま
た
は
一
部
開
示

決
定
）
が
下
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
決
定
の
取
消
し
を
求
め
る
取
消
訴
訟
の
原
告
適
格
が
当
然
の
ご
と
く
認
め
ら
れ
て
い

（
（1
（

る
。
し
か
し
な

が
ら
、
こ
う
し
た
論
法
は
、
不
開
示
決
定
を
行
政
処
分
と
捉
え
、
開
示
請
求
者
は
そ
の
処
分
の
名
宛
人
と
な
る
以
上
、
特
段
の
検
討
を
要
す
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る
こ
と
な
く
原
告
適
格
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
に
基
づ
く
も
の
で
あ

（
（1
（

る
。
こ
の
よ
う
な
情
報
公
開
訴
訟
に
お
け
る
原
告

適
格
の
基
礎
付
け
は
、
情
報
公
開
制
度
の
成
立
以
来
、
情
報
公
開
請
求
権
の
法
的
性
質
論
に
立
ち
入
る
こ
と
な
く
市
民
の
情
報
公
開
請
求
の

権
利
を
実
現
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
き
た
わ
け
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
は
首
肯
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
情
報
公
開
請
求
権

が
ど
の
よ
う
な
権
利
で
あ
る
の
か
が
必
ず
し
も
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
ま
ま
に
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
情
報
公
開
請
求

に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
行
政
情
報
は
、
必
ず
し
も
そ
の
個
人
の
実
体
的
な
権
利
・
利
益
に
関
係
す
る
も
の
に
は
限
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
情
報

公
開
請
求
は
、「
国
民
の
的
確
な
理
解
と
批
判
の
下
に
あ
る
公
正
で
民
主
的
な
行
政
の
推
進
に
資
す
る
こ
と
を
目
的

（
（1
（

に
」 

、
主
観
的
な
利
害

関
係
に
関
わ
ら
ず
誰
に
対
し
て
も
認
め
ら
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
情
報
公
開
請
求
を
行
っ
た
結
果
と
し
て
行
政
機
関
に
よ
る
不
開

示
決
定
と
い
う
行
政
処
分
が
な
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
当
該
個
人
に
実
質
的
な
不
利
益
を
生
じ
さ
せ
る
も
の
と
も
い
い
が
た
い
。
主
観

訴
訟
の
意
義
を
個
人
の
権
利
・
利
益
の
保
護
、
客
観
訴
訟
の
意
義
を
公
益
の
実
現
と
捉
え
対
置
す
る
、
伝
統
的
な
理
解
に
立
脚
す
る
の
で
あ

れ
（
（1
（

ば
、
情
報
公
開
訴
訟
は
、
主
観
訴
訟
の
構
成
を
採
り
な
が
ら
、
そ
の
内
実
に
お
い
て
は
客
観
訴
訟
に
接
近
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
理
解
は
、
現
代
の
行
政
法
に
お
い
て
も
、
い
ま
な
お
妥
当
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
の
点
、
情
報
公
開
請
求
権
の
み
な
ら
ず
、
参
加
権
や
団
体
訴
訟
権
な
ど
の
よ
う

（
（1
（

に
、
立
法
者
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
民
主
的
・
政
治
的

な
権
利
・
権
限
が
ど
の
よ
う
な
法
的
性
質
を
有
し
て
い
る
の
か
は
、
決
し
て
自
明
で
は
な

（
（2
（

い
。
こ
れ
ら
の
権
利
・
権
限
が
、
法
的
に
ど
の
よ

う
な
意
義
を
果
た
し
て
お
り
、
行
政
法
の
仕
組
み
の
中
に
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
そ
し
て
保
障
さ
れ
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
は
、
こ

れ
ま
で
十
分
に
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿
の
主
た
る
関
心
は
、
行
政
法
上
の
個
人
の
地
位
や
役
割
を
再
検
討
し
、

伝
統
的
な
個
人
の
権
利
の
理
解
を
問
い
直
そ
う
と
す
る
点
に
あ
る
が
、
こ
う
し
た
試
み
は
、
現
代
行
政
法
に
み
ら
れ
る
新
た
な
権
利
・
権
限

に
つ
き
、
そ
の
法
的
な
構
成
や
行
政
法
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
位
置
づ
け
を
検
討
す
る
こ
と
に
も
通
じ
て
い
る
。
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第
二
節
：
本
稿
の
手
法
と
構
成

一　

本
稿
の
手
法

　

本
稿
は
、
既
に
述
べ
た
通
り
、
検
討
を
行
う
に
あ
た
っ
て
、
Ｅ
Ｕ
法
お
よ
び
ド
イ
ツ
法
を
手
が
か
り
と
し
た
比
較
法
的
な
研
究
の
手
法
を

採
用
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
ま
ず
、
Ｅ
Ｕ
法
に
着
目
す
る
理
由
に
つ
い
て
、
一
部
繰
り
返
し
に
は
な
る
が
説
明
し
て
お
き
た
い
。
Ｅ
Ｕ
法
に

お
い
て
は
、
そ
の
法
秩
序
に
お
い
て
個
人
（
お
よ
び
団
体
）
の
果
た
す
役
割
が
、
日
本
や
ド
イ
ツ
と
比
べ
て
非
常
に
重
視
さ
れ
て
い
る
と
い

う
特
徴
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
Ｅ
Ｕ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
地
域
に
お
け
る
多
く
の
加
盟
国
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
法
の
有
効
性
・

実
効
性
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
構
成
国
だ
け
で
は
な
く
、
市
民
の
手
助
け
を
必
要
と
し
て
い
た
と
い
う
事
情
に
も
由
来
し
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
法
秩
序
に
お
い
て
、
Ｅ
Ｕ
の
市
民
は
、
単
に
受
動
的
に
公
権
力
の
行
使
の
客
体
に
な
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
能
動
的
に
公
益
の

実
現
に
貢
献
し
う
る
の
で
あ
り
、
Ｅ
Ｕ
法
に
お
い
て
は
、
個
人
に
対
し
て
、
そ
の
た
め
の
地
位
や
権
利
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
Ｅ
Ｕ
法
に
の
み
着
目
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
比
較
・
参
照
し
た
と
し
て
も
、
日
本
法
に
対
し
て
得
ら
れ
る
示
唆
と

い
う
の
は
決
し
て
多
く
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
国
内
法
で
あ
る
日
本
法
、
ド
イ
ツ
法
、
そ
し
て
フ
ラ
ン
ス
法
な
ど
と
は
違
っ
て
、
Ｅ
Ｕ
法
は
、

多
く
の
国
家
の
間
で
共
通
の
価
値
を
実
現
す
る
と
い
う
、
国
内
法
よ
り
も
国
際
法
に
近
し
い
─
─
し
か
し
現
実
に
は
国
際
法
と
も
異
な
っ
た

独
自
の
─
─
性
質
を
有
し
て
い

（
（2
（

る
。
日
本
が
Ｅ
Ｕ
に
加
盟
し
、
日
本
法
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
法
に
接
近
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
現
実
的
に
考

え
ら
れ
な
い
以
上
、
特
殊
な
事
情
を
抱
え
た
域
内
法
で
あ
る
Ｅ
Ｕ
法
の
み
に
光
を
当
て
る
意
義
が
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
な
い
と
い
う
こ
と
は
、

容
易
に
推
察
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
事
情
は
あ
る
も
の
の
、
Ｅ
Ｕ
法
が
ド
イ
ツ
の
行
政
法
学
に
対
し
て
、
も
は
や
無
視
で
き
な
い
多
大
な
影
響
を

及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
も
ま
た
、
事
実
で
あ

（
（2
（

る
。
ド
イ
ツ
法
に
対
す
る
Ｅ
Ｕ
法
の
影
響
と
い
う
の
は
、
ド
イ
ツ
が
特
定
の
法
制
度
や
法
政
策
を
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導
入
す
る
よ
う
義
務
付
け
ら
れ
る
と
い
う
意
味
で
の
実
践
的
な
観
点
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
通
じ
て
、
ド
イ
ツ
の
伝
統
的
な

構
想
や
学
説
に
対
し
て
反
省
や
再
検
討
、
そ
し
て
改
革
を
促
す
と
い
う
形
で
、
理
論
的
な
観
点
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
Ｅ
Ｕ
法
が
ド
イ
ツ
の

法
秩
序
に
と
っ
て
、
あ
く
ま
で
も
例
外
と
し
て
の
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
両
者
の
関
係
を
考
察
し
た
と

し
て
も
、
日
本
に
対
す
る
示
唆
は
わ
ず
か
に
と
ど
ま
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
Ｅ
Ｕ
法
の
思
考
様
式
が
、
た
と
え
部
分
的
で
あ
っ
て

も
ド
イ
ツ
行
政
法
の
一
般
理
論
に
吸
収
・
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
ド
イ
ツ
法
を
比
較
・
参
照
の
対
象
と
し
て
き
た
日
本
法

に
対
し
て
も
通
用
力
の
あ
る
主
張
と
な
り
う
る
は
ず
で
あ
り
、
日
本
に
と
っ
て
も
他
人
事
と
し
て
簡
単
に
切
り
捨
て
て
し
ま
っ
て
よ
い
も
の

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
本
稿
が
、
比
較
・
検
討
の
対
象
と
し
て
、
Ｅ
Ｕ
法
に
（
も
）
注
目
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
よ

う
な
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
理
由
で
Ｅ
Ｕ
法
を
取
り
上
げ
る
以
上
は
、
Ｅ
Ｕ
法
の
構
想
そ
れ
自
体
を
明
ら
か
に

す
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
ず
、
Ｅ
Ｕ
法
の
影
響
を
ド
イ
ツ
の
行
政
法
学
が
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
て
い
る
の
か
、
そ

し
て
、
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
理
論
的
な
変
容
が
生
じ
て
い
る
の
か
、
こ
れ
ら
の
点
が
十
分
に
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二　

本
稿
の
構
成

　

以
上
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
本
稿
の
第
一
章
と
第
二
章
に
つ
い
て
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
、
特
に
Ｅ
Ｕ
環
境
法
を
取
り
上
げ
、
そ
こ
に
お
け

る
「
個
人
の
権
利
」
の
構
想
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
注
力
す
る
。
そ
し
て
、
本
稿
の
第
三
章
か
ら
第
五
章
に
お
い
て
は
、
先
の
Ｅ
Ｕ
法
を

め
ぐ
る
議
論
を
踏
ま
え
た
上
で
、
そ
れ
が
ド
イ
ツ
の
国
内
法
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
か
と
い
う
観
点
に
着
目
し
な
が
ら
、
ド

イ
ツ
法
の
検
討
を
行
う
。
各
章
の
概
要
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

　

第
一
章
「
Ｅ
Ｕ
環
境
法
に
お
け
る
個
人
の
権
利
の
生
成
」
は
、
Ｅ
Ｕ
環
境
法
に
お
け
る
「
個
人
の
権
利
」
の
概
念
に
焦
点
を
当
て
、
特

に
そ
れ
に
関
す
る
代
表
的
な
判
例
が
み
ら
れ
は
じ
め
た
一
九
九
〇
年
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
の
判
決
お
よ
び
そ
れ
に
関
連
す
る
法
務
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官
意
見
や
学
説
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
そ
れ
に
続
く
第
二
章
「
Ｅ
Ｕ
環

境
法
に
お
け
る
個
人
の
権
利
の
展
開
」
は
、
前
章
の
一
九
九
〇
年
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
の
判
決
の
理
解
を
踏
ま
え
た
上
で
、
特
に

二
〇
〇
〇
年
代
以
降
の
判
例
を
中
心
に
取
り
上
げ
、
そ
の
後
の
判
例
・
学
説
の
発
展
動
向
を
よ
り
掘
り
下
げ
て
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

Ｅ
Ｕ
法
に
お
け
る
「
個
人
の
権
利
」
が
、
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
「
公
権
」
よ
り
も
か
な
り
緩
や
か
に
認
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
い
っ
て

し
ま
え
ば
周
知
の
事
実
で
あ
り
、
そ
し
て
容
易
に
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
が
ど
の
程
度
に
緩

や
か
で
あ
り
、
そ
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
は
ど
の
よ
う
な
理
論
構
成
に
よ
っ
て
こ
う
し
た
緩
や
か
な
認
定
を
実
現
し
て
い
る
の
か
、

こ
の
点
は
こ
れ
ま
で
必
ず
し
も
十
分
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿
の
前
半
を
占
め
る
第
一
章
と
第
二
章
の
課

題
は
、
個
人
の
権
利
に
関
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
の
判
例
の
分
析
を
通
じ
て
、
Ｅ
Ｕ
法
と
ド
イ
ツ
法
の
思
考
様
式
の
違
い
を
明
ら
か

に
す
る
と
と
も
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
に
お
け
る
個
人
の
権
利
の
認
定
基
準
を
（
可
能
な
限
り
）
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
続
く
第
三
章
「
公
権
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
化
」
は
、
Ｅ
Ｕ
法
に
お
け
る
個
人
の
権
利
が
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
公
権
よ
り
も
広
く
緩
や
か

に
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
ド
イ
ツ
の
行
政
法
学
が
Ｅ
Ｕ
法
の
基
準
に
適
応
す
る
た
め
に
ど
の
よ
う
な
解
決
策
を
模
索
し
て
き

た
の
か
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
実
定
法
の
解
釈
と
し
て
特
に
問
題
と
な
る
、
原
告
適
格
に
関
す
る
ド
イ
ツ
行
政
裁
判
所
法
四
二
条
二
項
の
解
釈

論
と
の
関
係
を
中
心
に
検
討
す
る
。
ま
た
、
第
四
章
「
行
政
裁
判
権
の
機
能
と
限
界
」
は
、
近
年
ド
イ
ツ
の
公
権
論
を
Ｅ
Ｕ
法
上
の
「
個
人

の
権
利
」
の
理
解
へ
と
接
近
さ
せ
よ
う
と
す
る
学
説
の
動
き
や
、
Ｅ
Ｕ
法
の
影
響
を
通
じ
て
ド
イ
ツ
で
団
体
訴
訟
の
導
入
が
進
ん
で
い
る
現

状
を
踏
ま
え
、
こ
う
し
た
「
訴
権
の
客
観
化
」
の
傾
向
に
対
し
て
警
鐘
を
鳴
ら
す
ド
イ
ツ
の
論
者
の
見
解
を
紹
介
・
検
討
す
る
。
最
後
に
、

第
五
章
「
公
権
の
現
代
化
」
は
、Ｅ
Ｕ
法
上
の
「
個
人
の
権
利
」
の
概
念
が
ド
イ
ツ
の
行
政
法
学
に
及
ぼ
し
て
い
る
影
響
も
踏
ま
え
な
が
ら
、

ド
イ
ツ
法
上
の
「
公
権
」
の
概
念
そ
れ
自
体
を
拡
大
し
よ
う
と
す
る
学
説
を
紹
介
・
検
討
す
る
。
こ
の
よ
う
な
第
五
章
の
構
想
は
、
第
四
章

に
お
い
て
検
討
す
る
見
解
と
多
く
の
対
立
点
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
現
代
に
お
け
る
ド
イ
ツ
の
伝
統
的
な
公
権
論
の
発
展
可
能
性
が
問
わ
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（
１
）
参
照
、
藤
田
宙
靖
「
Ｅ
・
Ｗ
・
ベ
ッ
ケ
ン
フ
ェ
ル
デ
の
国
家
と
社
会
の
二
元
的
対
立
論
」
同
『
行
政
法
の
基
礎
理
論
（
上
巻
）』（
有
斐
閣
、

二
〇
〇
五
年
）
八
〇
頁
以
下
。

（
２
）
参
照
、
芝
池
義
一
「
行
政
法
に
お
け
る
公
益
・
第
三
者
利
益
」
芝
池
義
一
ほ
か
編
『
行
政
法
の
争
点
〔
第
三
版
〕』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
四
年
）

一
二
頁
以
下
。

（
３
）
参
照
、
小
早
川
光
郎
「
規
制
行
政
と
給
付
行
政
」
芝
池
義
一
ほ
か
編
『
行
政
法
の
争
点
〔
第
三
版
〕』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
四
年
）
八
頁
以
下
。

（
４
）
行
政
活
動
の
私
化
や
公
私
協
働
を
題
材
と
す
る
研
究
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
が
、
こ
こ
で
は
特
に
、
⻆
松
生
史
「『
民
間
化
』
の
法
律
学
」
国
家

学
会
雑
誌
（
東
京
大
学
）
一
〇
二
巻
一
一
＝
一
二
号
（
一
九
八
九
年
）
七
一
九
頁
以
下
、
大
脇
成
昭
「
民
営
化
法
理
の
類
型
論
的
考
察
」
法
政

研
究
（
九
州
大
学
）
六
六
巻
一
号
（
一
九
九
九
年
）
二
八
五
頁
以
下
、
米
丸
恒
治
『
私
人
に
よ
る
行
政
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
九
九
年
）、
山

本
隆
司
「
公
私
協
働
の
法
構
造
」
金
子
宏
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
『
公
法
学
の
法
と
政
策
（
下
）』（
有
斐
閣
、二
〇
〇
〇
年
）
五
三
一
頁
以
下
、

同
「
日
本
に
お
け
る
公
私
協
働
」
藤
田
宙
靖
博
士
東
北
大
学
退
職
記
念
『
行
政
法
の
思
考
様
式
』（
青
林
書
院
、二
〇
〇
八
年
）
一
七
一
頁
以
下
、

大
久
保
規
子
「
協
働
の
進
展
と
行
政
法
学
の
課
題
」
磯
部
力
ほ
か
編
『
行
政
法
の
新
構
想
Ⅰ
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
一
年
）
二
二
三
頁
以
下
、
岡

村
周
一
ほ
か
編
『
世
界
の
公
私
協
働
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
二
年
）、
岸
本
太
樹
『
行
政
契
約
の
機
能
と
限
界
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
八
年
）

二
三
九
頁
以
下
（
公
私
協
働
契
約
論
）
な
ど
を
参
照
。

（
５
）
ド
イ
ツ
に
お
け
る
保
障
（
保
証
）
行
政
・
保
障
（
保
証
）
国
家
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て
は
、高
橋
明
男
「
保
障
国
家
に
お
け
る
法
律
の
役
割
」

岡
村
周
一
ほ
か
編
『
世
界
の
公
私
協
働
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
二
年
）
一
六
一
頁
以
下
、
山
田
洋
「『
保
証
国
家
』
と
は
何
か
」
同
『
リ
ス

ク
と
協
働
の
行
政
法
』（
信
山
社
、
二
〇
一
三
年
）
四
七
頁
以
下
、
三
宅
雄
彦
『
保
障
国
家
論
と
憲
法
学
』（
尚
学
社
、
二
〇
一
三
年
）、
板
垣
勝

彦
『
保
障
行
政
の
法
理
論
』（
弘
文
堂
、
二
〇
一
三
年
）
な
ど
を
参
照
。

れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
第
一
章
か
ら
第
五
章
ま
で
に
お
け
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
ド
イ
ツ
法
と
の
比
較
研
究
を
踏
ま
え
た
上
で
、
終
章
に
お
い
て
、

本
稿
の
ま
と
め
を
行
う
。
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（
６
）
ド
イ
ツ
の
公
権
論
を
取
り
扱
う
先
行
研
究
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
が
、
こ
こ
で
は
特
に
学
説
史
研
究
に
注
力
す
る
も
の
と
し
て
、
石
川
敏
行
「
ド

イ
ツ
公
権
理
論
の
形
成
と
展
開
（
一
）
～
（
四
・
完
）」
法
学
新
報
（
中
央
大
学
）
八
四
巻
一－

三
号
（
一
九
七
七
年
）
一
五
一
頁
以
下
、
八
四

巻
四－

六
号
（
一
九
七
七
年
）
一
一
三
頁
以
下
、
八
四
巻
七－

九
号
（
一
九
七
八
年
）
八
三
頁
以
下
、
八
五
巻
一－

三
号
（
一
九
七
八
年
）
一

一
五
頁
以
下
、
中
川
義
朗
『
ド
イ
ツ
公
権
理
論
の
展
開
と
課
題
』（
法
律
文
化
社
、
一
九
九
三
年
）、
塩
入
み
ほ
も
「
公
権
の
生
成
と
歴
史
的
展

開
（
一
）（
二
・
完
）」
民
商
法
雑
誌
一
一
二
巻
二
号
（
一
九
九
五
年
）
二
〇
三
頁
以
下
、
一
一
二
巻
三
号
（
一
九
九
五
年
）
三
七
九
頁
以
下
、

同
「
公
権
論
の
新
た
な
る
発
展
（
一
）
～
（
三
・
完
）」
自
治
研
究
七
一
巻
一
〇
号
（
一
九
九
五
年
）
九
七
頁
以
下
、
七
二
巻
一
号
（
一
九
九
六

年
）
一
〇
三
頁
以
下
、
七
二
巻
四
号
（
一
九
九
六
年
）
一
〇
三
頁
以
下
の
み
を
挙
げ
て
お
く
。

（
７
）
日
本
お
よ
び
ド
イ
ツ
に
お
け
る
原
告
適
格
に
関
す
る
条
文
と
し
て
、
日
本
の
行
政
事
件
訴
訟
法
九
条
、
ド
イ
ツ
の
行
政
裁
判
所
法

（V
erw

altungsgerichtsordnung

）
四
二
条
二
項
を
参
照
。

（
８
）V

gl. Friedrich Schoch, Zur Europäisierung des V
erw

altungsrechts, Juridica International 21 (2014), 102 (114).

（
９
）
ド
イ
ツ
に
お
け
る
「
行
政
法
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
化
」
に
つ
い
て
論
じ
る
ド
イ
ツ
語
文
献
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
が
、
さ
し
あ
た
り
概
説
的
な
も
の

と
し
て
、Schoch, Juridica International 21 (2014), 102ff. 

の
み
を
挙
げ
て
お
く
。

（
10
）M

atthias Ruffert, Subjektive Rechte im
 U

m
w
eltrecht der Europäischen Gem

einschaft, 1996, S. 220ff.

（
11
）Johannes M

asing, D
ie M

obilisierung des Bürgers für die D
urchsetzung des Rechts, 1997.

（
12
）V

gl. M
athias H

ong, Subjektive Rechte und Schutznorm
theorie im

 europäischen V
erw

altungsrechtsraum
, JZ 2012, 380 

(381); H
artm

ut M
aurer/Christian W

aldhoff, A
llgem

eines V
erw

altungsrecht, 20 A
ufl. 2020, §8 Rn. 16.

（
13
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、拙
稿
「
ド
イ
ツ
公
法
学
に
お
け
る
参
加
論
の
歴
史
的
展
開
（
一
）」
北
大
法
学
論
集
（
北
海
道
大
学
）
七
〇
巻
二
号
（
二

〇
一
九
年
）
八
一
頁
以
下
と
そ
の
註
に
お
い
て
掲
げ
た
文
献
を
参
照
。

（
14
）
団
体
訴
訟
に
関
す
る
研
究
に
つ
い
て
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
が
、
特
に
近
時
に
お
け
る
環
境
（
行
政
）
法
の
領
域
に
お
け
る
団
体
訴
訟
の
制
度

設
計
に
関
す
る
議
論
と
し
て
、
島
村
健
「
環
境
法
に
お
け
る
団
体
訴
訟
」
論
究
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
号
（
二
〇
一
五
年
）
一
一
九
頁
以
下
、
亘
理

格
「
環
境
公
益
訴
訟
」
環
境
法
政
策
学
会
誌
二
二
号
（
二
〇
一
九
年
）
五
七
頁
以
下
、
岸
本
太
樹
「
環
境
団
体
訴
訟
の
法
制
化
」
法
律
時
報
九

一
巻
一
一
号
（
二
〇
一
九
年
）
五
一
頁
以
下
を
参
照
。

（
15
）
例
え
ば
、
東
京
高
判
昭
和
五
九
年
一
二
月
二
〇
日
行
集
三
五
巻
一
二
号
二
二
八
八
頁
は
、「
公
文
書
の
閲
覧
等
の
請
求
に
対
し
て
実
施
機
関
が
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す
る
諾
否
の
決
定
は
、
公
権
力
の
行
使
に
当
た
る
行
為
（
行
政
事
件
訴
訟
法
三
条
二
項
、
行
政
不
服
審
査
法
一
条
参
照
）
と
し
て
い
わ
ゆ
る
行

政
処
分
性
を
有
し
、
右
決
定
に
よ
っ
て
公
文
書
の
閲
覧
等
を
請
求
す
る
権
利
を
違
法
に
侵
害
さ
れ
た
と
す
る
者
は
、
そ
れ
だ
け
で
右
決
定
の
取

消
し
を
求
め
る
に
つ
き
法
律
上
の
利
益
を
有
す
る
の
で
あ
っ
て
、
行
政
事
件
訴
訟
法
三
条
二
項
所
定
の
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
で
き
る

も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
当
該
公
文
書
が
そ
の
閲
覧
等
を
求
め
た
者
の
具
体
的
な
権
利
、
利
益
と
な
ん
ら
の
関
わ
り
が
な
い
か
ら
と
い
つ
て
、

そ
の
者
が
右
決
定
の
取
消
し
を
求
め
る
に
つ
き
法
律
上
の
利
益
を
有
し
な
い
者
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
述
べ
、
情
報
公
開
訴
訟
に
お
け

る
開
示
請
求
者
の
原
告
適
格
を
肯
定
し
た
。
最
高
裁
判
所
も
、
情
報
公
開
訴
訟
に
お
い
て
、
行
政
機
関
に
よ
っ
て
情
報
公
開
請
求
を
拒
否
さ
れ

た
者
が
行
政
事
件
訴
訟
法
九
条
一
項
の
「
法
律
上
の
利
益
を
有
す
る
者
」
に
該
当
す
る
こ
と
を
当
然
の
前
提
と
し
て
審
理
を
行
っ
て
い
る
。
こ

れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
、
右
崎
正
博
「
行
政
機
関
情
報
公
開
法
・
第
一
条
」
右
崎
正
博
ほ
か
編
『
新
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル 

情
報
公
開
法
・

個
人
情
報
保
護
法
・
公
文
書
管
理
法
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
三
年
）
一
九
頁
、
松
井
茂
記
『
情
報
公
開
法
〔
第
二
版
〕』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇

三
年
）
三
四
四
頁
以
下
、
三
四
七
頁
以
下
な
ど
も
参
照
。
な
お
、
先
の
東
京
高
裁
判
決
の
原
審
に
当
た
る
横
浜
地
判
昭
和
五
九
年
七
月
二
五
日

判
時
一
一
三
二
号
一
一
三
頁
は
、「
本
件
条
例
〔
神
奈
川
県
の
機
関
の
公
文
書
の
公
開
に
関
す
る
条
例
─
─
引
用
者
註
〕
の
下
に
お
い
て
は
、
公

文
書
が
自
己
の
具
体
的
な
権
利
、
利
益
等
と
直
接
関
わ
り
を
持
つ
利
害
関
係
者
は
も
と
よ
り
、
公
文
書
が
自
己
の
具
体
的
な
権
利
、
利
益
等
と

直
接
に
も
間
接
に
も
関
わ
り
を
持
た
な
い
、
単
な
る
県
民
等
で
あ
っ
て
も
、
公
文
書
の
閲
覧
等
を
請
求
し
得
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
」
と
指
摘

し
た
上
で
、「
右
の
者
の
う
ち
、
後
者
は
、
本
来
、
公
文
書
が
自
己
の
具
体
的
な
権
利
、
利
益
等
と
直
接
に
も
間
接
に
も
関
わ
り
を
持
た
な
い
者

で
あ
る
か
ら
、
実
施
機
関
に
当
該
請
求
に
係
る
公
文
書
の
閲
覧
等
を
拒
否
さ
れ
た
と
し
て
も
、
右
拒
否
に
よ
っ
て
自
己
の
具
体
的
な
権
利
、
利

益
等
に
何
ら
影
響
を
受
け
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
」
た
め
、「
か
か
る
者
は
右
公
文
書
の
閲
覧
な
ど
の
拒
否
処
分
の
取
消
し
を

求
め
る
法
律
上
の
利
益
を
有
し
な
い
」
と
し
て
、
開
示
請
求
者
の
原
告
適
格
を
否
定
し
て
い
た
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
情
報
自
由
法

（Inform
ationsfreiheitsgesetz

）
に
基
づ
く
情
報
公
開
請
求
権
と
行
政
裁
判
所
法
四
二
条
二
項
の
「
権
利
」
の
関
係
が
裁
判
所
に
よ
っ
て
取

り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
の
多
く
は
情
報
公
開
請
求
権
を
（
少
な
く
と
も
形
式
的
な
）
主
観
的
権
利
で
あ
る
と
み
な
し
、
情
報
公
開

請
求
を
拒
否
さ
れ
た
者
の
原
告
適
格
を
認
め
て
い
る
。
な
お
、
ド
イ
ツ
の
情
報
公
開
請
求
権
に
つ
い
て
は
本
論
文
の
第
五
章
に
お
い
て
も
取
り

上
げ
る
予
定
で
あ
る
た
め
、
文
献
も
含
め
そ
ち
ら
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
16
）
日
本
に
お
い
て
は
、
行
政
処
分
の
名
宛
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
処
分
の
取
消
訴
訟
に
お
け
る
原
告
適
格
が
特
段
の
検
討
な
く
認
め
ら
れ

て
い
る
。
ま
た
、ド
イ
ツ
に
も
名
宛
人
説（A

dressatentheorie

）と
い
う
考
え
方
が
あ
り
、原
告
が
い
わ
ゆ
る「
負
担
的
行
政
処
分（belastender 
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V
erw

altungsakt

）」
の
名
宛
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
少
な
く
と
も
、
一
般
的
活
動
の
自
由
に
つ
い
て
規
定
す
る
ド
イ
ツ
基
本
法
二
条
一
項
に

基
づ
き
、
特
段
の
検
討
を
要
す
る
こ
と
な
く
原
告
適
格
を
認
め
る
と
い
う
理
解
が
通
用
し
て
い
る
。
ド
イ
ツ
の
名
宛
人
説
に
つ
い
て
は
、K

laus 
Ferdinand Gärditz, in: ders. 

（H
rsg.

）, V
erw

altungsgerichtsordnung, 2. A
ufl. 2018, §42 Rn. 56.

（
17
）
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
（
情
報
公
開
法
）
の
一
条
。

（
18
）
た
だ
し
、
村
上
裕
章
「
客
観
訴
訟
と
憲
法
」
同
『
行
政
訴
訟
の
解
釈
理
論
』（
弘
文
堂
、
二
〇
一
九
年
）
五
三
頁
の
註
（
１
）
は
、
こ
う
し
た

伝
統
的
な
主
観
訴
訟
と
客
観
訴
訟
の
区
別
に
疑
問
を
呈
す
る
。

（
19
）
見
上
崇
洋
「
住
民
参
加
の
権
利
性
と
権
利
主
体
に
つ
い
て
」
原
田
純
孝
先
生
古
稀
記
念
論
集
『
現
代
都
市
法
の
課
題
と
展
望
』（
日
本
評
論
社
、

二
〇
一
八
年
）
一
一
九
頁
は
、
行
政
活
動
に
対
す
る
参
加
の
必
要
性
が
常
識
化
し
た
一
方
で
、「
参
加
権
」
の
権
利
性
が
ど
の
よ
う
に
認
め
ら
れ

る
の
か
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ほ
ど
明
確
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。
な
お
、
拙
稿
「
ド
イ
ツ
公
法
学
に
お
け
る
参
加
論
の
歴
史
的
展

開
（
一
）
～
（
三
・
完
）」
北
大
法
学
論
集
（
北
海
道
大
学
）
七
〇
巻
二
号
（
二
〇
一
九
年
）
七
九
頁
以
下
、
七
〇
巻
三
号
（
二
〇
一
九
年
）
一

頁
以
下
、
七
〇
巻
五
号
（
二
〇
二
〇
年
）
三
三
頁
以
下
は
、
参
加
の
公
法
学
的
な
意
義
を
（
主
に
民
主
政
原
理
と
の
関
係
に
お
い
て
）
正
統
化

の
見
地
か
ら
探
究
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
参
加
権
が
ど
の
よ
う
な
法
的
性
質
を
有
す
る
の
か
と
い
う
問
題
に
ま
で
立
ち
入
る
も
の
で
は
な
い
。

（
20
）
米
田
雅
宏
「
現
代
法
に
お
け
る
請
求
権
」
公
法
研
究
七
八
号
（
二
〇
一
六
年
）
一
二
七
頁
以
下
は
、「
自
己
の
利
益
の
為
と
は
い
え
な
い
権
利

が
断
片
的
に
で
は
あ
る
も
の
の
現
代
行
政
法
の
中
に
現
れ
つ
つ
あ
る
」
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
法
的
構
成
の
可
能
性
を
探
究
す
る
。

（
21
）V

gl. Schoch, Juridica International 21 (2014), 102 (104f.).

（
22
）
公
権
論
の
文
脈
に
お
い
て
、
山
本
隆
司
『
行
政
上
の
主
観
法
と
法
関
係
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
〇
年
）
四
二
三
頁
を
参
照
。

【
付
記
】

　

筆
者
は
、
二
〇
二
一
年
三
月
二
五
日
に
北
海
道
大
学
よ
り
博
士
（
法
学
）
の
学
位
を
授
与
さ
れ
た
。
本
稿
は
、
こ
の
博
士
論
文
に
若
干
の

加
筆
、
修
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
本
稿
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
は
、JSPS

科
研
費20J12860

の
助
成
を
受
け
た
。


